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お知らせします　市の財政状況

平成３０年度決算状況

一般会計決算概要

　平成３０年度は「第６次青梅市総合長期計画」の６年目として、「まちの将来像」の実現に向け、計画事業を着実に推進するとともに、事業の廃止や縮減、統合を進め、「経

常的歳入に見合った財政規模」の実現を目指してきました。また、平成２７年度に策定した「青梅市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けられた各施策に取

り組んできました。一般会計の決算額は、前年度に比べ、歳入は２．５％の増加、歳出は３．９％の増加となりました。

各会計の決算状況

会計名 収入 対前年度比 支出 対前年度比

一般会計 ５１４.２億円 ２．５％ ５０４.９億円 ３．９％

特別会計 ３１３.０億円（５８．８億円） △６．６％ ３１１.５億円 △６．１％

国民健康保険 １４６．８億円　（１７．４億円） △１４．１％ １４６．２億円 △１３．３％

下水道事業 ４２．０億円（１１．８億円） △１０．３％ ４２．０億円 △１０．３％

後期高齢者医療 ３０．７億円　　（１６．０億円） ５.８％ ３０．７億円 ５.７％

介護保険 ９３．５億円（１３.６億円） ５.７％ ９２．６億円 ６．０％

モーターボート競走
事業会計（企業会計） ４２６．０億円 ２２．０％ ４１９．０億円 ２０.２％

収益的収支 ４２５．８億円 ２１.９％ ４１７．４億円 ２１.５％

資本的収支 ０.２億円 ３９９.６％ １．６億円 △６８.０％

病院事業会計（企業会計） １７３．１億円 （７.４億円） ６．３％ １７９．１億円 ４．２％

収益的収支 １６７．３億円 （６.９億円） ４．９％ １６３．５億円 ３.１％

資本的収支 ５．８億円 （０.５億円） ６９.６％ １５．６億円 １７．５％

※ 収入の（　）内は、一般会計からの繰出金です。
※ �モーターボート競走事業会計および病院事業会計の資本的収支の不足額は、損益勘定留保資金等で補

てんしました。

主な施策

費目 内容

総務費
市民センター施設整備（３，３８６万円）、オリンピック・パ
ラリンピック気運醸成事業（１，３１５万円）、職員採用の見
直し（１４７万円）

民生費
子ども家庭支援センター事業（３，０８８万円）、民間保育施
設の整備費補助（２，８３５万円）、成年後見活用あんしん生
活創造事業の推進（１，４８２万円）

衛生費 し尿処理施設整備（５億５４０万円）、墓地公園整備事業
（７２９万円）、子育て世代包括支援センター事業（３２０万円）

土木費 都市再生地籍調査事業（７，５７４万円）、都市公園施設整備
事業（３，５４１万円）

消防費 防災行政無線の整備（３５９万円）、ブロック塀等撤去費の補
助（１４９万円）

教育費
新生涯学習施設建設事業（１３億５，６１６万円）、小・中学
校の既存施設整備（２億３，８９２万円）、学力向上対策事業

（１，２５４万円）

その他
多摩森林再生推進事業（７，３７４万円）、梅の里再生事業（６，
５３３万円）、中小企業振興資金融資制度の特例措置の延長等

（３，６８４万円）、観光戦略創造プロジェクト（１，５４９万円）

市では、年２回、財政状況の公表を行っています。今回は、平成３０年度決算状況と令和元年度上半期（４月～９月）予算執行状況等についてお知らせします。

問い合わせ　財政課

歳入

　歳入決算額５１４億２，０１５万円の内訳は、市民の皆さんに納

めていただいた市税が１９８億４,１４６万円余で、歳入全体の約

３９％となりました。

　このほか国、都からの支出金が１５５億８，２８６万円、地方交

付税が２９億２，６７８万円、市債が３６億５，２３８万円などとな

りました。前年度と比較すると、市税は、個人市民税や軽自動車税

が増加となったものの、法人市民税や固定資産税の減により、２．

３％、４億５，７６２万円の減となっています。

　また、国や都の支出金は、国が、障害者自立支援給付費負担金な

どが増となったものの、臨時福祉給付事業費補助金の減などによ

り、前年度に比べ３．２パーセント減、都が、都費補助道等改修費

補助金などが減となったものの、総合交付金の増などにより、前

年度に比べ４. ０パーセントの増となっています。地方交付税は、

２億７，２７５万円の増、市債は、新生涯学習施設建設事業債の増

などにより、１０億４，１６２万円の増となりました。

歳出

　歳出決算額５０４億９，３７３万円の内訳は、民生費が２４２億１，３３６万円で、歳出全体に占める割合は４７．９％となり、続いて、教育費が

５６億２，６９５万円で１１．１％、衛生費が５０億５，６９７万円で１０．０％、総務費が４７億８，５１５万円で９．５％、土木費が３２億６，４３８万円で６．

５％などとなっています。前年度と比較すると、土木費が、幹線道路改修経費の減などにより３億３，１２６万円の減となりました。また、農林水産業費は、

多摩森林再生推進事業における間伐実施委託料の減などにより１，２４３万円の減となっています。一方、教育費が、新生涯学習施設建設経費の増などにより

１２億６９２万円の増となったほか、衛生費も、し尿処理施設整備経費の増などにより４億３，６９７万円の増となっています。

市税
198 億 4,147 万円（38.6%）

前年比 4億 5,762 万円減

国 ･都支出金

155 億 8,286 万円 (30.3%)

前年比 205 万円増

地方交付税
29億 2,678 万円 (5.7%)

前年比 2億 7,275 万円増

繰入金
7億 4,886 万円（1.5%）

前年比 2億 6,292 万円増

市債
36億 5,238 万円（7.1%）

前年比 10 億 4,162 万円増

各種交付金
33億 617 万円（6.4%）

前年比 4億 9,065 万円減

その他
53億 6,163 万円（10.4%）

前年比 6億 3,619 万円増

歳入

514 億 2,015 万円

前年比 12 億 6,726 万円増

民生費
242 億 1,336 万円（47.9%）

前年比 3,800 万円増

総務費
47億 8,515 万円（9.5%）

前年比 6,451 万円増

教育費
56億 2,695 万円（11.1%）

前年比 12 億 692 万円増

衛生費
50億 5,697 万円（10.0%）

前年比 4億 3,697 万円増

土木費
32億 6,438 万円（6.5%）

前年比 3億 3,126 万円減

公債費
32億 1,936 万円（6.4%）

前年比 4,712 万円増

消防費
17億 5,427 万円（3.5%）

前年比 603 万円増

その他
25億 7,329 万円（5.1%）

前年比 4億 3,411 万円増

歳出

504 億 9,373 万円

前年比 19 億 240 万円増

扶助費

172 億 3,172 万円（34.1%）

前年比 1億 9,656 万円減

高齢者や障害者、児童、生

活困難者への援助などにか

かる費用

物件費

72億 2,635 万円（14.3%）

前年比 9,453 万円減

賃金、旅費、委託料、

賃借料など

人件費

65億 7,507 万円（13.0%）

前年比 8,918 万円増

職員給与、議員報酬、各種

委員報酬など

繰出金

58億 6,953 万円（11.6%）

前年比 4億 972 万円増

国民健康保険特別会計・下水道特別会計へ

の繰出金や病院事業会計への負担金など

投資的経費

33億 5,849 万円（6.7%）

前年比 15 億 128 万円増

道路・河川の改良工事、環境衛生

施設や学校、社会教育施設の建

設・整備工事などにかかる費用

補助費等

54億 8,562 万円（10.9%）

前年比 1億 2,434 万円減

各種団体などに対する助成金、西多摩衛生

組合等の一部事務組合への負担金など

公債費

32億 1,936 万円（6.4%）

前年比 4,712 万円増

市債（借入金）の元金・利子の償還にかかる費用

その他

15億 2,759 万円（3.0%）

前年比 2億 7,054 万円増

積立金、投資および出資金、

貸付金、維持補修費

歳出（性質別）

504 億 9,373 万円

前年比 19 億 240 万円増
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新
築
・
増
築
し
た
場
合

　

令
和
２
年
度
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
税
額
を
算
定
す

る
た
め
、調
査
員
が
家
屋
の
内
・

外
部
、設
備
等
を
調
査
し
ま
す
。

　

平
成
31
年
～
令
和
元
年
に
新

築
・
増
築
し
た
、
す
べ
て
の
家

屋
｟
住
宅
、
店
舗
、
工
場
、
車

庫
、
物
置
等
｠
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
小
規
模
な
増
築
等
で
建

築
確
認
を
申
請
し
て
い
な
い
場

合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
建
築
確
認
を
申
請
し
て
い
る

場
合
、
連
絡
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

　

家
屋
｟
住
宅
、
店
舗
、
工
場
、

車
庫
、
物
置
等
｠
の
全
部
ま
た

新
築
・
増
築
の
調
査
に
ご
協
力
を

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は
、

所
有
者
の
住
所
・
氏
名
・
家
屋

調
査
済
証
に
記
載
さ
れ
た
番
号

｟
不
明
な
場
合
は
、
所
在
地
番
・

種
類
・
構
造
・
床
面
積
等
｠
を

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
税
等
の
税
額
に
影

響
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課
家
屋

係

　

「
Ｐ
ａ
ｙ

Ｂ
」(

ペ
イ
ビ
ー)

は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
か
ら
納
付
書
に
印

刷
さ
れ
て
い
る
「
コ
ン
ビ
ニ
収

納
用
バ
ー
コ
ー
ド
」
を
読
み
取

り
、
ア
プ
リ
に
登
録
し
た
金
融

機
関
口
座
か
ら
市
税
等
を
納
付

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

対
象
税
目
等　

市
都
民
税｟
※
｠

▽
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
▽
軽
自
動
車
税
▽
国
民

健
康
保
険
税
｟
※
｠
▽
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
｟
※
｠

▽
介
護
保
険
料
｟
※
｠
▽
廃

棄
物
処
理
手
数
料
｟
し
尿
、

粗
大
｠

※
普
通
徴
収
分

利
用
で
き
る
金
融
機
関　

り
そ

な
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三

菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
埼
玉
り
そ

な
銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行　

ほ
か

手
続
き
に
必
要
な
も
の　

コ
ン

ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド

が
印
刷
さ
れ
た
納
付
書
｟
納

付
金
額
30
万
円
以
下
｠
▽
Ｐ

ａ
ｙ

Ｂ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

し
た
端
末

利
用
方
法

①
ア
プ
リ
｟
金
融
機
関
に
よ
っ

て

ア

プ

リ

ケ
ー
シ
ョ
ン

が
異
な
り
ま

す
｠
を
端
末

に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
、
住

所
、
氏
名
、
支
払
い
用
パ
ス

コ
ー
ド
等
を
登
録
し
ま
す
。

｟
初
回
の
み
｠

②
ア
プ
リ
を
起
動
し
、
納
付
書

に
印
刷
さ
れ
て
い
る
コ
ン

ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
り
ま
す
。

③
支
払
い
情
報
を
確
認
し
、
支

払
い
用
パ
ス
コ
ー
ド
を
入

力
し
ま
す
。｟
支
払
い
完
了
｠

注
意
事
項　

領
収
証
書
、
軽
自

動
車
の
車
検
用
納
税
証
明

書
は
、
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

領
収
証
書
等
が
必
要
な
場

合
は
、
金
融
機
関
等
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

収
納
課
収
納
管

理
係

12
月
は
オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間

﹁
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
﹂
で
市
税
等
が
納
付
で
き
ま
す

償

却

資

産

の

申

告

償
却
資
産
に
は
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す

　

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
方
は
、
２
年
１
月
31
日
ま

で
に
資
産
税
課｟
市
役
所
１
階
｠

へ
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

課
税
対
象
と
な
る
償
却
資
産

は
、
土
地
・
家
屋
以
外
で
、
会

社
や
個
人
が
事
業
の
た
め
に
所

有
す
る
資
産
で
す
。

　

ま
た
、「
平
成
31
年
度
償
却

資
産
申
告
書
」
を
提
出
し
た
方

に
は
、
令
和
２
年
度
申
告
用
の

償
却
資
産
申
告
書
を
送
付
し
ま

す
。

　

申
告
書
が
届
か
な
い
方
、
新

た
に
事
業
を
開
始
し
た
方
な

ど
、
申
告
書
が
必
要
な
方
は
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

不
動
産
賃
貸
業
の
方
へ

　

土
地
・
家
屋
の
課
税
対
象
と

は
別
に
、
共
同
住
宅
の
外
構
工

事
や
植
え
込
み
工
事
な
ど
は
、

事
業
用
資
産
と
し
て
申
告
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

詳
細
は
、
申
告
書
に
同
封
の

「
令
和
２
年
度
固
定
資
産
税｟
償

却
資
産
｠
申
告
の
手
引
き
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課
家
屋

係

令和元年度上半期予算執行状況

一般会計

歳入（収入済額２２７億５５４万円・収入率４３．７％）　主な財源である市税の収入率は、５６．４％（前年度５５．７％）で、前年度同期と比較すると０．７ポ

イント上回り、交付金等を含む一般会計全体においては、４３．７％（前年度４５．４％）で、前年度同期と比較すると、１．７ポイント下回っています ｡

歳出（支出済額２１３億６，１４９万円・執行率４１．１％）　障害者、高齢者、子育て支援などのための民生費や、ごみ処理、保健衛生等のための衛生費など、

一般会計全体の執行率は４１．１％（前年度４０．３％）で、　前年度同期と比較すると、０．８ポイント上回っています ｡

モーターボート競走事業の財政状況

　市のモーターボート競走事業は、昭和２９年、当時の財政事情から自主財

源を確保するために始められ、平成３０年度までに総額１,８００億円余を

一般会計、国民健康保険会計、下水道事業会計、病院事業会計などに繰り出

すことで、都市基盤の整備、教育や福祉の増進などに寄与してきました。

　３０年度のボートレース多摩川開催分の売り上げは、前年度比２１．５％

増の３８９億円余となりました。また、受託事業の売り上げは、外向発売

所「ウェイキーパーク多摩川」による発売日数の増加等により、前年度比

４１．２％増の１３５億円余となりました。この

結果、９億円を一般会計に繰り出しました。

　引き続き、売り上げの向上を図り、さらなる

操出金の増に向けて取り組んでいきます。

問い合わせ　事業部管理課☎０４２－３６９－

１８１１

健全化判断比率

項目 健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 ― １１．９８％ ２０．００％

連結実質赤字比率 ― １６．９８％ ３０．００％

実質公債費比率 ２．７％ ２５．０％ ３５．０％

将来負担比率 ― ３５０．０％

※�実質赤字額、連結実質赤字額がない場合、将来負担比率がマイナスの場合、「―」と表示して
います。

資金不足比率

特別会計 資金不足比率 ※�資金不足額がない場合は、「―」と表示して
います。

※�資金不足比率は、事業規模に対する公営企
業の資金不足額の割合です。

下水道事業 ―

モーターボート競走事業 ―

病院事業 ―

特別会計

特別会計 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険 １４２億２，９７６万円� ５９億１，７３８万円� ４１．６％ ５４億２，４７２万円� ３８．１％

下水道事業 ４３億１，９００万円� １６億５，０７７万円� ３８．２％ １５億５，２１８万円� ３５．９％

後期高齢者医療 ３１億２，４２０万円� １１億６，９６８万円� ３７．４％ １０億５，８１２万円� ３３．９％

介護保険 ９８億４１７万円� ４０億４，６３４万円� ４１．３％ ３９億７，８８３万円� ４０．６％

モーターボート競走事業会計（企業会計）

区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

収益的収支 ５０７億８，５１４万円 ３１９億７，９５６万円 ６３．０％ ３０４億５，１１４万円 ６０．０％

資本的収入 ０万円 ０万円 ０．０％ ― ―

資本的支出 ３億４４１万円 ― ― ２億３，８１３万円 ７８．２％

病院事業会計（企業会計）

区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

収益的収支 １６８億８，８４１万円 ８０億５，２４５万円 ４７．７％ ８５億２，５３７万円 ５０．５％

資本的収入 ５億７，６７３万円 １，０１３万円 １．８％ ― ―

資本的支出 ２１億３，２７１万円 ― ― ９億１，２００万円 ４２．８％

基金（貯金）の現在高

３０年度末の現在高 市民１人あたりの現在高

７９億８，７２１万円 ６．０万円（５．５万円）※（　）内は２９年度

市債（借入金）

区分 ３０年度末の現在高 市民１人あたりの現在高

一般会計 ３４０億７，５０８万円

４３．１万円
（４３．２万円）

※（　）内は２９年度

下水道事業特別会計 １７７億９，２７６万円

モーターボート競走事業会計 ２億９，５５９万円

病院事業会計 ５４億２，９５２万円

合計 ５７５億９，２９６万円

基金と市債の状況平成３０年度健全化判断比率・資金不足比率

　市は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率およ

び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て、市議会に報告し、市民の皆さんに公

表しています。健全化判断比率、資金不足比率が一定の基準以上となった場合は、財政

健全化計画等の策定と改善努力が義務付けられています。

　３０年度決算に基づく各比率の算定結果は、下表のとおりすべて基準を下回っており、

市の財政運営が健全であることを示しています。

用語解説　いずれも標準財政規模（市の一般的な歳入規模）に占める割合です。

▽実質赤字比率…一般会計等を対象とした実質赤字額の割合

▽連結実質赤字比率…全会計を対象とした実質赤字額の割合

▽実質公債費比率…一般会計等で借りた地方債の償還金などの割合（過去３か年の平均値）

▽将来負担比率…一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の割合

▽早期健全化基準…基準値を超えると、財政の早期健全化のための計画を定め、改善に向けた取

り組みが必要となります。

▽財政再生基準…基準値を超えると、国の関与等により、財政の再建に取り組むこととなります。

200 億 162 万円
112 億 8,633 万円

176 億 9,848 万円

55 億 6,958 万円

22 億 6,429 万円
33 億 8,728 万円

5億 3,331 万円
608 万円

25 億 3,775 万円

0万円

32億 3,243 万円
17 億 1,545 万円

18 億 6,380 万円
45 億 4,584 万円

255 億 4480 万円
102 億 6978 万円

48 億 5674 万円
19 億 2535 万円

51 億 829 万円
21 億 3210 万円

39 億 5534 万円
17 億 391 万円

53 億 1174 万円

20 億 1005 万円

30 億 5933 万円
14 億 6185 万円

41億 47万円
18 億 5845 万円

歳入

歳出


